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【 請 求 項 １ 】
景 品 を 出 力 す る ベ ン ダ 装 置 と 、 景 品 を 出 力 せ ず に ゲ ー ム を す る た め の 端 末 装 置 と が 、 そ れ  
ぞ れ サ ー バ 装 置 に ネ ッ ト ワ ー ク で 接 続 さ れ 、
前 記 サ ー バ 装 置 は 、 前 記 ゲ ー ム と 関 連 付 け ら れ た 複 数 の 景 品 の そ れ ぞ れ に 対 応 す る 景 品 デ  
ー タ を 記 憶 す る サ ー バ 記 憶 手 段 と 、
前 記 端 末 装 置 が 受 け 付 け た ユ ー ザ か ら の 入 力 と 関 連 付 け て 、 前 記 景 品 に 対 応 す る 景 品 デ ー  
タ を 前 記 ゲ ー ム に て 前 記 ユ ー ザ に 利 用 可 能 と す る 処 理 を 実 行 す る 情 報 処 理 手 段 と 、
ユ ー ザ の 操 作 に 基 づ く 前 記 ベ ン ダ 装 置 か ら の 要 求 に 応 答 し て 、 前 記 複 数 の 景 品 の 一 部 を 対  
象 と し た ベ ン ダ 向 け 抽 選 候 補 の 景 品 群 か ら 抽 選 さ れ た 景 品 を 識 別 す る 情 報 を 前 記 ベ ン ダ 装  
置 に 通 知 す る 抽 選 手 段 と を 具 備 し 、
前 記 ベ ン ダ 装 置 は 、 前 記 サ ー バ 装 置 か ら 取 得 し た 、 前 記 景 品 デ ー タ 又 は 該 景 品 デ ー タ と 等  
価 な デ ー タ を 景 品 出 力 用 デ ー タ と し て 記 憶 す る ベ ン ダ 記 憶 手 段 と 、
前 記 抽 選 手 段 か ら 通 知 さ れ た 情 報 に 基 づ い て 前 記 抽 選 さ れ た 景 品 を 識 別 し 、 識 別 さ れ た 景  
品 に 対 応 す る 景 品 出 力 用 デ ー タ に 基 づ い て 、 前 記 景 品 を 前 記 ゲ ー ム で 使 用 す る た め に 、 当  
該 景 品 を 識 別 す る 情 報 を 前 記 端 末 装 置 で 読 み 取 り 可 能 な 情 報 部 を 設 け た 当 該 景 品 を 出 力 す  
る 景 品 出 力 手 段 と を 具 備 し 、
前 記 景 品 出 力 手 段 は 、 前 記 識 別 さ れ た 景 品 に 対 応 す る 景 品 出 力 用 デ ー タ が 前 記 ベ ン ダ 記 憶  
手 段 に 存 在 す る か 否 か を 判 別 し 、 存 在 し て い る 場 合 に は 当 該 ベ ン ダ 記 憶 手 段 の 景 品 出 力 用  
デ ー タ に 基 づ い て 前 記 景 品 を 前 記 ユ ー ザ に 出 力 し 、 前 記 景 品 出 力 用 デ ー タ が 存 在 し な い 場  
合 に は 当 該 景 品 出 力 用 デ ー タ を 前 記 サ ー バ 装 置 か ら 取 得 し 、 該 景 品 出 力 用 デ ー タ を 当 該 ベ  
ン ダ 記 憶 手 段 に 記 憶 さ せ る 、
　 ア ミ ュ ー ズ メ ン ト シ ス テ ム 。
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